
債務名義に基づく預貯金債権等の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧
｡

大阪地方裁判所第14民事部

申立ての別
民事執行法197条1項1号に基づく

申立ての場合

民事執行法197条1項2号に基づく
申立ての場合

申立ての要件

【民事執行法197条1項1
強制執行又は担保権の実行
の手続（財産開示の申立ての
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【民事執行法197条1項2号の要件】
知れている財産に対する強制執行を実施し
ても、債務名義に表示された金銭債権の完全
な弁済を得られないことの疎明があった場合

で、左記の民事執行法197条1項1号の要
件以外の場合。
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･配当表写し又は弁済金交付計算書写
し

･不動産競売開始決定写し

･債権差押命令写し
･配当期日呼出状写し

※配当等の状況によって提出書類が異な
りますので、窓口にお問い合わせくださ
い
｡

･財産調査結果報告書及び疎明資料

〈

．申立手数料（収入印紙） 1 》 000円

・民事執行予納金 5 力 000円（第三者が1名増えるごとに+4, 000円）

･情報取得手続申立書
【申立書の表書き＋当事者目録（第三者目録含む）＋請求債権目録】

※情報取得手続の申立ては、債務者ごと・取得しようとする情報の種類ごとに申
立書を作成していただくようお願いします。

※当事者目録（第三者目録含む）及び請求債権目録については、申立書に加え、
各1部ずつ添付してください（命令に利用させていただきます。 ） 。

･執行力のある債務名義の正本
･送達証明書（必要な場合は、確定証明書）
･上記債務名義の正本及び送達証明書等の写し

※必要書類は、 「執行力のある債務名義・必要書類一覧表」 （ホームページ本

文）をご覧ください。

．申立人、債務者の商業登記事項証明書等（債権者・債務者が法人（会社等）の場合）

※申立ての日前3か月以内に取得した商業登記事項証明書を提出してください。

‐ ・第三者の商業登記事項証明書等（代表者事項証明書等）

※申立ての日前3か月以内に取得した商業登記事項証明書を提出してください。

･住民票（戸籍の附票）や戸籍謄本、法人の全部事項証明書等は、次の場合に必要で
す ◎

①申立人・債務者の債務名義に記載された住所・氏名（名称） と現在の住所・氏名
(名称） と異なっている場合（①の場合は、申立ての日前1か月以内に取得したものを
提出してください。 ）

②債務者の特定に資する事項に、生年月日、 旧姓、旧住所を記載する場合

個人の場合：氏名・住所のつながりの記載がある住民票（戸籍の附票）又

は、戸籍謄本等 ・
法人の場合：名称・住所のつながりの記載がある全部事項証明書や閉鎖事

項証明書等 ‘

･直送用の封筒（①第三者の数の110円郵便切手を貼った封筒(A4三折りサイ
ズ） 、又は、②レターパックライトのどちらか）

･債務名義等還付申請書（同受領書）


